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2 診療報酬改定結果検証に係る調査（平成21年度調査）の「明細   

書発行の一部義務化の実施状況調査」の主な結果について（参考資   
料P9～22参照）   

（1）明細書を発行している施設は38．9％であるものの、患者か   

らの明細書発行依頼が「ほとんどない」施設は約80％であり、   

明細書発行について患者への周知を特に何もしていない施設は   

49．0％である。   

（2）明細書の発行を希望する患者は56．5％である。その内訳は、   

費用がかかっても希望する患者は13．1％、無料なら希望する   

患者が43．4％となっている。また、明細書が治療内容の理解   

のために役立つと思う患者は54．2％となっている。  

患者の視点の重視（明細書の発行など）について  

第1 患者の視点の重視について   

患者の視点の重視については、その方策の1つとして、患者  

への医療費の内容の情報提供を進めるため、領収証及び明細書  

の発行を推進してきているところ。  

第2 現状と課題  

1 領収証及び明細書の発行義務付けについて   

（1）領収証は、検査、投薬などの「部」ごとに費用を記載したもの。  

平成18年度診療報酬改定において、「患者から見てわかりやす  

く、患者の生活の質（QO L）を高める医療を実現する視点」と  

いう観点から、全ての保険医療機関及び保険薬局に対して、その  

無料発行が義務化された。（参考資料P2～6）   

（2）明細書は、行った検査、使用した薬剤などの「項目」ごとに費   

用を記載したもの。平成20年度診療報酬改定において、一部の   

保険医療機関（※注）に対して患者から求めがあった場合の発行が義   

務化された。なお、実貴徴収は可能としており、保険薬局は明細   

書発行義務付けの対象外である。（参考資料P7～8）  

（※注）レセプト電子請求が実施され、明細書発行の基盤が整っていると考  

えられる医療機関  

・平成20年4月1日以降 400床以上の病院  

・平成21年4月1日以降 レセプト電子請求を行っている病院  

3 レセプトオンライン請求について  
（1）請求省令の改正について  

今般、請求省令の改正（平成21年11月25日公布、同年1   
1月26日施行）が行われたところ。主な改正内容は以下のとお  
り。（参考資料P24参照）  

① オンライン請求の義務化から、電子媒体又はオンラインに  

よる請求の選択制へ変更  

② 手書きで診療報酬請求を行う保険医療機関・保険薬局につ  

いて、電子媒体又はオンラインによる請求の義務づけを免除  

③ 常勤の医師・歯科医師・薬剤師がすべて高齢者（65歳以  
上）の診療所・薬局について、電子媒体又はオンラインによ  
る請求の義務づけを免除  

④ 電子レセプトに対応していないレセコンのリース期間又は  

減価償却期間が終わるまでの間の医療機関について、電子媒  

体又はオンラインによる請求義務を猶予（最大平成26年度  
末まで）  

⑤ 電子媒体又はオンラインによる請求を行うことが困難な個  

別の事情があり、例外的に書面での請求が認められる医療機  

関等について、その事情を明確化  
・レセプトコンピュータ販売業者等と契約済みであるが、  
納入等の対応が遅れたもの  

・概ね1年以内に廃止又は休止するもの など  
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⑥ 平成●22年4月診療分からオンライン化に移行することと  
されていた医科診療所等について、電子媒体又はオンライン  

による請求への移行時期を、同年7月診療分からとする   

（2）電子請求の現状について  

電子請求（オンライン請求又は電子媒体による請求）を行って   

いる施設の割合は以下のとおりである。（平成21年8月診療分。   

参考資料P25参照）  

・病院  83．9％（81．4％）  

一医科診療所 39．9％（12．5％）  

・歯科診療所  0．2％（  ）  

・薬局  89．7％（88．6％）  

※（ ）内はオンライン請求の再掲  

第3 論点   

1 明細書の発行について  

（1）保険医療機関に対する明細書発行義務化の拡大についてどう考  

えるか。  

（2）保険薬局の明細書発行についてどう考えるか。  

（3）明細書発行の患者への周知方法についてどう考えるか。   

2 診療報酬上の措置について   

明細書の発行を推進するためには、医療機関のIT化が重要な役   

割を果たすものと考えられる。   

現在、IT化推進のための診療報酬上の点数としては「電子化加   

算」があるが、これはレセプト電子請求の期限を迎えていない保険   

医療機関がレセコンを導入しているなどの要件を満たした場合の点   

数であり、明細書発行が義務化されている保険医療機関は対象外で   

ある。（参考資料P27）   

明細書発行やIT化を推進するための、診療報酬上の評価につい   

てどう考えるか。  

（壬二、－   



領収証の交付について  

平成18年度改定  

「保険医療機関及び保険医療養担当規則」並びに「保険薬局及び保険薬剤師療養担当規  
則」を改正し、領収証の無料発行を義務化した。  

参 考 資 料  

○ 保険医療機関及び保険医療養担当規則   
第5条の2  

保険医療機関は、前条の規定により患者から費用の支払を受けるときは、   
正当な理由がない限り、個別の費用ごとに区分して記載した領収証を無償で   
交付しなければならない。   

○ 保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則   
第4条の2  

保険薬局は、前条の規定により患者から費用の支払を受けるときは、   
正当な理由がない限り、個別の費用ごとに区分して記載した領収証を無償で   
交付しなければならない。  

患者の視点の重視（明細書の発行など）  

について  

【医科診療報酬の例】  

領   収   証  

謂水耕間 （入院の場合）  

平成 年 月 日 ～平成 年 月 日  

1．領収証・明細書の交付について  現収襟N o 資 川 r貫 分  

平成 年 月 日  

初・再診料  入院料等  医学管理等  紅毛医療   検  査   画像診朋   投  薬  
点   査   点   点   点   点   点  

注  射  リハビリテーシラン  精神科噂門療法  処  置   手  術   麻  酔  放射綴治療  
保険  点   点   点   点   点   点   点  

病理診断  診断群分虻 ＝）PC）  云‘l ■ 】   生前森蓑  

点   点   円   円  

保 険  保険 （食事・生活）  保険外負担   

合 計   円   円   H   

負担郁   円   円   円   

領収額  
合計   円  



【訪問看護療養費の例】  【歯科診療報酬の例】  

領   収   証  領 収 証  

氏  名  沖 波 期 間  
請 求期 間 （入院の場合）  

平成 年 月 日 ～平成 年 月 日  平成 年 月 日・→平成 年 月 日  

領収苔Nr〉．  

平成 年 月 日  
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保険負担分項目   単価  数盈  金聯  
（内訳）  

保険適用  
負担  

初・再診料  入院料等  医学管理等  在宅医療   検  査   画像診断   投  薬  
点   点   点   占   点   点   点  

注  射  リハビリデーーション  処  耽   手  術   麻  酔  放射線冷凍  歯冠I一挺及び大輪け綴  

保 険  点   点   点   点   点   点   点  
歯科鳩正   病理診断   食事療眉   生精療養  

点   点   円   円   

保 険   保険 （食事・生l官）  保険外負捜   

合 盲汁   円   円   円   

負担額   円   円   円   

領収斬  
合計   円   

保険外負担分項日  単価  救急  金額  税  消絆税等  
（内訳）  

保険外  
負担  

保 険   保険外負＃1   

明象l合計髄   円   lT】   

／   

脱税対象額   ＝   

領収軒  
合縛十   円   

明細書の交付について  
【調剤報酬の例】  

平成20年度改定   

保険医療機関及び保険医療養担当規則を改正し、患者から求めがあった場合の明細書の  
交付を義務化した。  領  収  証  

氏  名  

○ 保険医療機関及び保険医療養担当規則  
第5条の2   

2厚生労働大臣の定める保険医療機関は、前項の場合において患者から   
求められたときは、当該費用の計算の基礎となった項目ごとに記載した  
明細書を交付しなければならない。   

○ 厚生労働大臣の定める保険医療機関   

療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令（昭和51年   

厚生省令第36号）附則第4条第1項の表各号に規定する保険医療機関（平成   

21年4月1日以降においては、同表第一号に規定する保険医療機関を除く。）   
のいずれにも該当しない保険医療機関  

※注）すなわち、電子請求が義務化された保険医療機関   

発 行 日  

平成 年 月 日  

調剤技術料  薬学管理料  特定保険医療材料劇  

保 険   保険外負担   

合 計   円   円   

負担額   円   円   

蘭収額 合音ト   円  



【入院】  【外来】  

診療明細書（記載例）  診療明細書（記載例）  

明細書発行依頼頻度（図表2－5）  明細書を発行していない理由（図表2－21）：複数回答  

0！i   20％   40篤   60篤   80％  1001  

00 00   様  00 00   様  

病院 入院   
∩＝445   

病院 外来   
n＝445  

一般診療所  
入院  

∩＝21  

一般診療所   
外来   
n＝189  

歯科診療所   
n＝241   

保険薬局  
n＝g5  

訪問者譲  
ステーー・ション   

∩＝＄9  

事業刑管理指導料（救命救急入院斜寄算定患者）   

一点漉注射  
ニトロール注100mg O．1，も100mい瓶   
生理食塩液500mし1瓶  

一点滴注射料  
事★菌製剤処理料2   

●救命のための気管内挿管  

■カウンターショ・カ（その他）  

●人工岬吸（5時間超）360分   

■微生物学的検査判断料  
事検体検主管増加算ほ）  

■HCV抜酸定量   

●心大血管疾患リハピノテーション料（1）  

早期リハビリテーション加井   

＊一般病11入院10対1入院基本料  
一般病機入院期榊加算（14【l以内）  

ホ50対1亨l助体制加算  

●救命救急入院料1（3日以内）  

l救命救急入院料1（4日以上7日以内）  

書外来診療科   

●在宅自己注射指導管理料  
■血糖自己測定器加算（月100固以上）（1型糟   
尿病の患者に限引   

ホ処方せん料（その他）   

●生化学的検査（1）判断料  

書血液学的検査判断料  
＊臼－∨  

■検体検査官理知欄（1）  

■血中相生物  
■生化学的検雇（1）（18項目以上）   

ALP   
uP   
r－GTP   
CPK   
ChE   

Amy   
TP   
Alb   
B王」／総  

BtL／直   

＊胸部単純≠影（撮影）   

デソウル映像化処理  
画儒記！主用フイルム（半切）1枚  

田週に数回    臼1カ月に数回  凸年に数回  
Bわからない   ロ無回答  日ほとんどない  

「明細書発行の一部義務化の実施状況調査」より．  
主な検証結果について ①施設調査   

明細書の発行状況（図表2－6）  

明細書の今後の発行意向（図表2－23）  
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明細書発行一部義務化についての患者への周  
知方法（図表2－3）：複数回答  

0，も   10％   20！i  

明細書の様式（図表2－12）   

30％   40％   50％   80％  
合計   
n＝404  

病院   
∩＝229   

一般診療所  
n＝55   

歯科診療所  
n＝74   

保険薬局  
n＝24  

訪問看護  
ステーション  

n＝22  

支払窓口に明記  

待合室にポスター掲示  

チラシの配布  

その他  

特に何もしていない  

無回答  

0％  20％  40％  80！i  80％  100％   

ロレセプトと同じ様式  日自施設で独自に作成した様式  
8厚労省課長通知と同じ様式  □無回答  

14  

明細書の費用徴収の方法（図表2－14）   空   

明細書を発行するようになってからの変化  
＜患者の医療内容への理解＞ （図表2－18）  

明細書を発行するようになってからの変化  
＜患者との信頼関係＞ （国表2－19）   合計   

n＝404  

病院   
n＝229   

一般診療所  
n＝55   

歯科診療所  
n＝了4   

保険薬局  
n＝24  

訪問看護  
ステーション  

∩＝22  

合計   
∩＝101  

病院   
∩＝228   

一般診療所   
∩＝55   

む科診療所   
∩＝74   

保険薬局   
n＝2ヰ  

坊間手旗  
こテーション   

n＝22  

全書十   
n＝40ヰ  

病I院   

∩＝22≦l   

一般診療所  
∩芸55   

歯科診療所   
∩＝7ヰ  

5．0  

4．8  

1．8  

4．1  

保険薬局  
n＝24  

訪問書抜  
4▲5 ステーション  

∩：＝22  

0ヽ  20ヽ  10ヽ  60ヽ  80ヽ     tOOヽ  0ヽ  20ヽ  10ヽ  6qヽ  8Qヽ    10〔lヽ  

ロ大ま深まった  田やや深まった  白鍵わらなかった  
頂かえって浅くなった   ロよくわからない  ロ無回答  

ロ大変深まった  田やや深まった  ロ変わらなかった  
ロかえって浅くなった   Dよくわからない  ロ無回答  0％  20％  40，i  60％  80％  

ロ1件ごとに定額徴収   囚ページ数ごとに定額徴収臼その他  

田徴収していない  □無回答  
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「明細書発行の一部義務化の実施状況調査」より  

主な検証結果について②患者調査   

明細書の発行の希望（図表3－23）  
明細書発行の一部義務化に関する認知度（図表3－8）  明細書発行について知ったきっかけ（図表3－9）  

OIi lO％  201  30！i 40†i 50，i  

合計  
n＝3，718   

病院・一般診療所  
∩＝2．779  

歯科診療所  
n＝694  

保険薬局  
n＝143  

訪問看護  
ステーション  

∩＝102  

合計  
n＝3．718   

病院・一般診療所  
∩＝2，779  

歯科診療所  
∩＝694  

保険薬局  
∩＝143  

訪問者護  
ステーション  

n＝102  

5．6  

6，1  

3．7  

5．6  

3．9  

5・9 施設内のポスター／掲示／／くンフレツト   

6▲2  施設側からの明細書発行   

4．5  施削頼らの紹介（口頭）  

新臥インターネット等メディアから  

知人から  

その他  

無回答  
0＼  20＼  10ヽ  60＼  80ヽ     tOOヽ  

口知っている  8知らない  ロ無回答 0％  20％  40％  60％  80％  100％  

口金音別こよらず希望する  
皿無料であれば希望する  
目分からない  

由実喪相当であれば希望する  
巳希望しない  
□無回答  

明細書を受け取ってよかった点（図表3－15）：複数回答   

＜合計＞  

0％  10†i 20％  30％  40％  50％  60％   

明細書を受け取った経験の有無（図表3－11）  

合計  
∩＝3，718   

病院・一般診療所  
n＝2，779  

歯科診療所  
n＝694  

保険薬局  
∩＝143  

訪問者譲  
ステーション  

∩＝102  

0％  20％  40％  80％  80％  100％  

［垂亘垂車重頭重二亘垂可  



＜病院・一般診療所＞  
明細書が治療内容の理解のために役立つか（図表3－22）  

0％  10，i 20！‘ 30％  40％  50％  80，i  

治療／検査内容が分かりやすくなった  

医療費の内訳が分かりやすくなった  

医師等に治療／検査について質問、相談しやすくなった  

施設を選択する際の参考になった  

施設への安心感、信頼感が増した  

その他  

なし  

無回答   

＜歯科診療所＞  

治療／検査内容が分かりやすくなった  

医療手の内訳が分かりやすくなった  
歯科医師等に治療／検査について賞間、相談しやすくなった  

歯科診療所を選択する際の参考になった  
歯科診療所への安心感、借頼感が増した  

その他  
なし  

無回答  

合計  
n＝3．718   

病院・一般診療所  
∩＝2，779  

歯科診療所  
∩＝694  

保険薬局  
n＝143  

訪問者護  
ステーション  

n＝102  

［ 

0，i lOち  ZO1  30I  40％  50％  60，i  

0，i  20，8  40％  60，i  80†i  lOO！i  

ロ役立つと思う  臼どちらともいえない  

臼役立つと思わない  □無回答  

20  ．：二  

＜保険薬局＞  

治療／投薬内容が分かりやすくなった  

医療費の内訳が分かりやすくなった   

薬剤師等に治療／投薬lこついて質問、相談しやすくなった  

薬局を選択する際の参考になった  

薬局への安心感、信頼感が増した  

その他  

なし  

無回答  

＜訪問看護ステーション＞  

0！i lO％  20％  30％  40％  50％  80％  

2．オンライン請求義務化の見直しについて   

0ヽ  10ヽ   20ヽ   ユ0ヽ  4Dヽ   SOヽ   60ヽ  

訪問看護の内容が分かりやすくなった  
費用の内訳が分かりやすくなった  

看護師等に坊間書経の内容について質問、相談しやすくなった  

訪問者護ステーションを選択する隙の参考になった  
訪問看護ステーションヘの安心感、信頼感が増した  

その他  
なし  

21  23   



レセプト電子化のスケジュール  

原 則   
例外規定  

【手書き】   【高齢者】   【リース期間切れ等】   
・平成20年4月－400床以⊥で  

レセプトt子l竃求を行っているもの（法り  

病  
医  レセプトt千川求を行っているもの（注1）  

院  レセプトコノヒュ一夕  
・平成22年7月～   レセプトコンピュータを使用しているもの  を使用していない場合  レセプトコンピュータ  

科  
減価償却期間の  

終了まで  
療  医師・薬剤師が  

所   
団  常勤の医師・歯科  すべて65歳以上  

の診療所・薬局  
（レセプト電子繕求が  

経で請求可  可能な場合を除く）  

く＞  

歯 科   ・平成23年4月－   レセプトコンピュータを使用しているもの   紙で請求可  
（電子媒体又は  
オンラインによる  
請求に移行するよう  く＞  年間請求件数が1200  

努めるものとする）  
件以下の薬局の  

紙で捕求可  レセプトコンピュータ  
薬  

のリース期間又は  

・平成21年4月（注2）－ レセプトコンピュータを使用しているもの  
減価償却期何の  

終7まで  
局  （最大平成22年産未）  

く＞  

紙で捕求可   

3．電子化加算について  

（注1）レセプトコンピュータにレセプト文字データ変換ソフトの適用が可能である場合を含む。   

（注2）平成21年4月時にオンライン括求を行えなかった：病院・薬局は、平成21年12月診療分から。   

※ この他、個別馴l（回線植苗、未着の対応遅れ、代行送信の体制が未整榊、改築工事中、概ね1年以内に廃院予定、その他特に困難な事由）による猶予規定   
あり。  24   

電子化加算の要件について  
レセプトモ井処理システム普及状況の内訳  

・電子化加算 3点   

平成22年度までの時限的措置として、以下に掲げる要件を満たしている場合に、初診料に対して加算  
をする。   

（電子化加算に関する施設基準等について）  
許可病床数力旬00床未満の保険医療機関（平成21年4月1日以降は、許可病床数が400床未満の病院のうち、レセプトコン  

ピュータを使用しているものであって、光ディスク等を用いた請求を行っているもの又はレセプト文字データ変換ソフトを使用すること  
によって光ディスク等を用いた請求を行うことができるもの以外の病院）のうち、次のいずれにも該当している。   

ア 次のいずれにも該当している。   
①診療報酬の請求に係る電算処理システムを導入している。   
②個別の費用ごとに区分して記載した領収証（医科診療報酬点数表又は歯科診療報酬点数表の各部単位で金額の  

内訳の分かるもの）を無償で交付している。   

イ 次のいずれかに該当している。  
（》フレキシブルディスク又は光ディスクを提出することにより診療報酬の請求を行っている。  
（診 試行的オンラインシステムを活用した診療報酬の請求を行っている。   
③ 患者から求めがあったときに、算定した診療報酬の区分・項目の名称及びその点数又は金額を記載した詳珊な   
明紗書を交付する体制を整えており、その旨を院内のわかりやすい場所及び支払窓口に表示している。   

④バーコード、電子タグ等による医療安全対策を行っている。   
⑤インターネットを活用した予約システムが整備されている。   
⑥診療情報（紹介状を含む。）を電子的に提供している。   
⑦検査、投薬等に係るオーダリングシステムが整備されている。   
⑧電子カルテによる診療録管理を行っている。   
⑨フイルムヘのプリントアウトを行わずに画像を電子媒体に保存し、コンピューターの表示装置等を活用し画像診断  
を行っている。   

⑯遠隔医療支援システムを活用し、離島若しくはへき他における医療又は在宅診療を行っている。  
27   

平成21年9月30日現在  

医放  匡救・薬局敷  
i件触  

薬局敷l  薬局数   「〉軒    対前月比   

8141 4，667．653  （783）  （98．2）】 （4．569．922）  （97．9）  〔・こl       783「 g6．21 4．572．448   98．0  ＋2  400床以上  

病 院                                 400床未満  7．9641 6．667．787   （6．3ら9）  l（79・8）l （5，766，475）  （86．5）  （十 ほ7）       6 
．578r 82，6  5バ＝LO65r 88．7    ＋12了  

医 科  計   8，778  11．335．440  ■ こ：1 －l」三・－   （引．2） 92．5  （◆＝拍） 十129  
診療所  88，806  27．了85．470  （11．＝い（1Z．5）l（4．437．355）   （16．0）  （＋1．973）       35．444「 39．9114．138．319   50．9  ＋2．439  
合 計  g7．584】 39．120．910   くt8．Z55）丁 く柑．7）l（1l．773．了5＝－ 〈31．も）    く十2．132）       42月05「 43．9124．621．832   「62．9  ＋2．568   

歯   科  71．291  g．156，779   
（－）  （－）l  （－）  （－）   （－）  

152－ 0．21  21，537  0．2   ＋ 30   

r／Aプ5∫ノ■  

小    計  ／ββ・♂ガlイ♂・27スβββ  
〃タ．タβ7   

52．422  20．028．568  （輔．432）一（88．6）l（柑．757」川l）（98．6）    （十378）       47 
調   剤  ，022「 89，7I19，95＝95   g9．7  ＋199   

〟／，ブタ7  J♂．J♂坑∠∫7  「βイ．♂β7ノ  「クク．クノl r∫す〟／，幻げノ  「甜．βノ  「■ヱJ／βノ       タ7タイβ 
総 合 計  瑚「．71イイ．♂乾2βイ   ♂£J  ナ2．7タ7   

注）（）内はオンライン請求分の再掲。  

社会保険診療報酬支払基金調べ  



電子化加算の届出状況等について  
1．電子化加算の届出状況について  

届出医療機関数  
施設基準の概要  （上段：病院数／下段：診療所敢）  

平成18年  平成19年   
・診療報静l請求に係るt算処理システムの導入  5．026   6，135   

・個別の★用ごとに区分して記載した領収証の交付  53386   69749   
・試行的オンラインシステムを活用した鯵療  遺択的事件別内訳   

報酬綿求（ヰ00床以上の病院に限る）   （二杖蝕遭択あり 病l完・診療所封）   

■その他j贅沢的に具爛すべき事件のいずれか  光ディスク等による練求   5，78g   7．250  
にか当   試行的オンラインシステムを活用した汁求   446   581  

求めがあった時に詳細な明細書を交付   48．500   62．164  

バーコード、t子タグ零による医療史全対策   550   710  

インターネットを活用した予約システム   1．647   2．032  

診療川欄のt子的提供   4．678   5．8さ7  

検査、投薬零に係るオーダリングシステム   3．306   4，651  
t子カルテによる診療録甘理   11，124   14．512  

医用画像℡理システム   8，272   】0．967  

遠隔医膚達欄システム   76   99   

2．電子化加算の算定状況について（社会医療診療行為別調査より）  

平成20年  

実施件数   算定回教   実施件数   算定回数   

医科   14．305．410   1ヰ．464．165  11．894．880  12．003．858   

（内訳）病院   2．878．113   2，890．625   2．364．278   2，38g．973   

診療所   11．427．297   11，573．540   9．530．¢10   9，633，883   

歯科   乙090，502   2，090，502   2，655．058   2．655．058   区分  平成19年  Z8  

【J   




